
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※

補
聴
器
は
、
判
定
が
必
要
で
す
が
、
今

回
の
判
定
会
で
は
、
対
象
外
で
す
。

在
宅
で
重
度
の
障
害
の
た
め
に
介
護
が

必
要
な
方
に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

障
害
の
程
度
、
所
得
制
限
な
ど
の
支
給

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

●
障
害
児
福
祉
手
当

　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
20
歳
未
満
の
方

月
額
１
４
，
５
８
０
円

（
平
成
29
年
10
月
現
在
）

５
月
、
８
月
、
11
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
の
３
か
月
分
を
支
給
）

●
特
別
障
害
者
手
当

　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介

護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
方

月
額
２
６
，
８
１
０
円

（
平
成
29
年
10
月
現
在
）

５
月
、
８
月
、
11
月
、
２
月

（
前
月
分
ま
で
の
３
か
月
分
を
支
給
）

　
　
10
月
26
日
（
木
）

11
月
12
日
（
日
）

７
時
〜
18
時（
一
部
の
投
票
所
は
除
く
）

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
、
冠
婚
葬

祭
等
の
用
務
が
あ
る
方
は
、
期
日
前
投
票

を
ご
利
用
下
さ
い
。

○
期
日
前
投
票
所
設
置
施
設

・
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
各
支
所

※

ど
こ
の
期
日
前
投
票
所
で
も
投
票
で
き

ま
す
が
、
各
施
設
の
期
日
前
投
票
期
間

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
期
日
前
投
票
期
間
・
時
間

・
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー

10
月
27
日
（
金
）
〜
11
月
11
日
（
土
）

・
各
支
所
の
期
日
前
投
票
所

11
月
５
日
（
日
）
〜
11
月
11
日
（
土
）

※

い
ず
れ
の
期
日
前
投
票
所
も
投
票
時
間

は
８
時
30
分
か
ら
20
時
ま
で
。

身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る
人
に
費

用
の
一
部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

●
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
の
給
付

市
内
に
住
む
１
〜
４
級
の
身
体
障
害
者

手
帳
を
所
持
す
る
人
が
、
第
１
種
普
通
免

許
を
取
得
し
た
場
合
。

運
転
免
許
取
得
費
の
一
部

（
取
得
費
の
２
／
３
、
上
限
10
万
円
）

※

免
許
取
得
後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

免
許
取
得
費
用
の
明
細
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

●
自
動
車
改
造
費
の
給
付

市
内
に
住
む
上
肢
・
下
肢
・
体
幹
機
能

障
害
の
い
ず
れ
か
が
１
〜
４
級
の
身
体
障

害
者
手
帳
を
所
持
す
る
人
が
、
自
ら
所
有

し
運
転
す
る
自
動
車
を
障
害
に
適
応
す
る

た
め
に
改
造
す
る
場
合
。

改
造
費
の
一
部

（
上
限
10
万
円
）

※

改
造
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
10
月
20
日
（
金
）
10
時
〜
16
時

　
広
島
バ
ス
セ
ン
タ
ー
８
階

「
ア
ク
ア
ホ
ー
ル
」（
広
島
市
中
区
基
町
）

○
民
事
上
の
金
銭
や
物
に
ま
つ
わ
る
ト
ラ

ブ
ル
の
調
停
手
続
の
利
用
（
お
金
の
貸

し
借
り
、
交
通
事
故
の
損
害
、
近
隣
関

係
、
建
物
の
明
渡
し
な
ど
）

○
家
庭
内
の
ト
ラ
ブ
ル
の
調
停
手
続
の
利

用（
離
婚
、生
活
費〈
養
育
費
〉の
請
求
、

遺
産
分
割
、
親
権
者
の
変
更
な
ど
）

民
事
調
停
委
員
、
家
事
調
停
委
員

※

予
約
は
不
要
で
す
。

平
成
29
年
10
月
1
日
現
在
で
就
業
構
造

基
本
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

ふ
だ
ん
仕
事
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
、

就
業
に
関
す
る
希
望
や
就
業
異
動
、
育
児
・

介
護
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
国
が
実
施
す
る
統
計
調

査
の
う
ち
、
統
計
法
に
よ
り
特
に
重
要
な

も
の
と
さ
れ
る
「
基
幹
統
計
調
査
」
と
し

て
、
5
年
ご
と
に
実
施
す
る
調
査
で
す
。

調
査
員
に
任
命
さ
れ
た
統
計
調
査
員
が

伺
い
ま
し
た
ら
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
な
ど
の
身
体
機
能
を
補
完
、

ま
た
は
代
替
す
る
た
め
の
補
装
具
に
つ
い

て
費
用
の
一
部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

こ
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
更
生
相

談
所
の
判
定
が
必
要
な
も
の
が
あ
り
、
次

の
日
時
で
判
定
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
の

で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
社
会
福
祉
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
10
月
25
日
（
水
）

・
受
付
／
13
時
〜
14
時

・
判
定
開
始
／
14
時
〜

　
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ー
ジ
ョ
４
階
小
ホ
ー
ル

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
車
い
す
・
電
動
車

い
す
・
義
肢
・
座
位
保
持
装
具
・
重
度
障

害
者
用
意
思
伝
達
装
置

※

既
製
品
の
車
い
す
、
歩
行
器
、
盲
人
安

全
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
な
ど
は
判
定
が

　
11
月
3
日
（
金
）
10
時
30
分
〜
14
時

　
広
島
県
立
三
次
高
等
技
術
専
門
学
校

（
三
次
市
十
日
市
南
六
丁
目
14

－

１
）

〇
自
動
車
整
備
課
・
溶
接
加
工
課
・
建
築

課
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
課
の
実
習
場
公
開
・

体
験
コ
ー
ナ
ー

〇
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
粗
品
を
ゲ
ッ
ト

〇
実
習
作
品
・
紙
太
鼓
な
ど
の
即
売
、
飲

食
物
の
バ
ザ
ー

〇
子
供
向
け
、
芋
ほ
り
・
積
み
木
大
会
・

働
く
車
展
示
な
ど

『
オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
か
ら
衣
替
え
！

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
は
、
１
等
・
前
後

賞
合
わ
せ
て
５
億
円
！
』

・
１
等
／
３
億
円

・
前
後
賞
／
各
１
億
円

『
た
く
さ
ん
当
た
る
！
　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン

ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
が
新
登
場
！
　
今
回
の
ミ

ニ
は
１
等
の
前
後
賞
つ
き
！
』

・
１
等
／
３
０
０
０
万
円

・
前
後
賞
／
各
１
０
０
０
万
円

10
月
11
日（
水
）〜
10
月
31
日（
火
）

　
　
　

１
枚
／
３
０
０
円

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町
の
明
る

く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境
対
策
、

高
齢
化
対
策
な
ど
の
福
祉
向
上
に
使
わ
れ

ま
す
。

平
成
27
年
４
月
１
日
よ
り
、
第
十
回
特

別
弔
慰
金
の
請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。請
求
期
間
が
過
ぎ
る
と
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
期
限
内

に
請
求
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

す
で
に
請
求
を
さ
れ
た
方
は
、
国
債
交

付
ま
で
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

日
時

場
所

対
象

対
象

支
給
額

対
象

給
付
額

対
象

給
付
額

支
給
月

支
給
額

支
給
月

相
談
受
付
内
容

相
談
担
当
者

支
給
対
象
者

支
給
内
容

請
求
期
限

持
参
す
る
も
の

請
求
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先

日
時

場
所

日
時

告
示
日

投
票
日
時

場
所

判
定
補
装
具

内
容

販
売
期
間

販
売
金
額

来
て
み
ん
さ
い
技
能
祭

広
島
県
立
三
次
高
等
技
術
専
門
学
校

☎
０
８
２
４

-

62

-

３
４
３
９

第
十
回
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
の
請
求

社
会
福
祉
課

☎
42

-

５
６
１
５

身
体
障
害
者
補
装
具
判
定
会

社
会
福
祉
課

☎
42

-

５
６
１
５

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
発
売

（
公
財
）
広
島
県
市
町
村
振
興
協
会

☎
０
８
２

-

２
２
３

-

６
５
４
５

無
料
調
停
相
談
会
の
お
知
ら
せ

広
島
簡
易
裁
判
所

☎
０
８
２

-

５
０
２

-

１
３
８
９

障
害
児
福
祉
手
当
と
特
別
障
害
者
手
当

社
会
福
祉
課

☎
42

-

５
６
１
５

平
成
29
年
就
業
構
造
基
本
調
査

〜
働
く
人
の
明
日
を
つ
く
る
〜

政
策
企
画
課

☎
42

-

５
６
１
２

広
島
県
知
事
選
挙
投
票
日
は

11
月
12
日
の
予
定
で
す

選
挙
管
理
委
員
会

☎
42

-

１
１
３
６

自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
と

自
動
車
改
造
費
の
一
部
を
給
付

社
会
福
祉
課

☎
42

-

５
６
１
５

お
知
ら
せ

平
成
27
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お
い

て
、公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
等
の
受
給
権

を
有
す
る
遺
族
が
い
な
い
場
合
、次
の
順
番

に
よ
る
ご
遺
族
一
名
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

① 

弔
慰
金
受
給
権
者

② 

戦
没
者
等
の
子

③ 

戦
没
者
等
の
父
母
・
孫
・
祖
父
母
・

兄
弟
姉
妹

※

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を

有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入

れ
替
わ
り
ま
す
。

④ 

①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親

等
内
の
親
族（
甥
、姪
等
）

※

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
ま
で
１
年
以
上

の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り

ま
す
。

額
面
25
万
円

（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

平
成
30
年
４
月
２
日
ま
で

本
庁
社
会
福
祉
課
又
は
各
支
所
窓
口
係

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の
・
印
か
ん

※

手
続
き
に
は
お
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

当
時
の
資
料
や
戸
籍
、
受
給
歴
の
わ
か

る
も
の
が
あ
れ
ば
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

ご当地めいすいくん総選挙
で当選した広島県知事選の
啓発キャラクター

3031 広報 あきたかた 平成29年10月号広報 あきたかた 平成29年10月号




